
 

 

別記第１号様式（第２条関係） 

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（事業主記入用） 

労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間の勤務状況及び賃金支払状況等をご記入ください。 

 
 

記 入 例 ③（事業主記入用 詳細記載例）※裏面に説明あり。 
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※締め日に応じて記載してください（記入例は毎月 15 日〆の場合）。 

※通勤手当は課税対象の場合のみ、ご記載ください。非課税の場合は記載しないでく

ださい。また、課税対象で通勤手当を記載した場合は下記の「賃金計算方法」の欄

に必ず「通勤手当は課税対象」とご記載ください。 
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【Ａ】労務に服することができなかった期間の間の勤務状況（無給休暇） 
  新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）が理由で労務に服することができなかった期間

の間で、無給休暇（就労予定であったが無給休暇となった）日に「×」、有給休暇日に「△」、その他手

当等が出た休暇日に「＝」を記入願います。 

  また、「左記の事由による無給休暇の日数」の箇所には「×」の日数を記入願います。 
  ※公休日は就労予定日ではないため、空欄にしてください。 
  ※労務に服することができなかった期間全てをご記載下さい。 

   （例えば、6 月 8 日から 7 月 15 日までの場合は 7 月 15 日までの記載が必要となります。） 
【Ｂ】労務に服することができなかった期間の 4 日目の属する月を含む、それ以前の直近 3 か月の勤務状況 
  労務に服することができなかった期間の 4 日目の属する月を含めた、それ以前の継続する直近３か月に

おける全ての日の勤務状況について記入願います。 
出勤日に「〇」、有給休暇日に「△」、その他手当等が出た休暇日に「＝」、コロナが理由で就労予定

であったが無給休暇となった日に「×」と記載してください。また、公休日は「／」と記載するか空欄に

してください。 

  ① 「労務に服することができなかった期間の 4 日目」とは、労務不能となった日以降で初回の就労予

定であったが就労できなかった日（×、△、＝のいづれか）を起算日として、起算日を含む連続する

3 日間を除いた後の初回の「×、△、＝」のことを指します。 

  ②直近３か月の期間は給与締日に応じて、記入願います。 

   ※詳細は下記の例 1、例 2 を参考にしてください。 

（例 1）給与が毎月 15 日締日で、6 月 8 日から労務不能で、8 日は有給休暇（△）、9 日・10 日が 
     公休日（／）、11 日に無給休暇（×）の場合。 
   ⇒6 月 11 日が 4 日目となり、その場合の直近 3 か月は「3 月 16 日～6 月 15 日」となります。 

（例 2）給与が毎月末締日で、6 月 8 日から労務不能で 8 日・9 日・10 日が無給休暇（×）、 
    11 日が公休日（／）、12 日が無給休暇（×）の場合。 
   ⇒6 月 12 日が 4 日目となり、その場合の直近 3 か月は「4 月 1 日～6 月 30 日」となります。 

【Ｃ】給与について 
  支払っている給与について、記入願います。 
【Ｄ】支給した賃金内訳 
  労務に服することができなかった期間の 4 日目の属する月も含めた、それ以前の継続する直近３か月に

支給した賃金内訳について、月ごとに記入願います。 
  ・記入する期間については、上記【Ｂ】と同一期間となります。 

【B】の例 1 の場合の直近 3 か月分 

「3 月 16 日～4 月 15 日分・4 月 16 日～5 月 15 日分・5 月 16 日～6 月 15 日分」となります。 

【B】の例 2 の場合の直近３か月分 

「4 月 1 日～4 月 30 日分・5 月 1 日～5 月 31 日分・6 月 1 日～6 月 30 日分」となります。 

  ・4 日目の属する月の給与が一切出ていない場合、その月は 0 円と記載してください。 
  ・手当とは、残業手当や住宅手当等の各種手当を指します。 
   ※課税対象となる手当がある場合のみ、記入願います。 
   ※通勤手当は課税対象の場合のみ、記入願います。非課税の場合は記入しないでください。 
【Ｅ】賃金計算方法 
  上記【Ｄ】の賃金支給状況の内訳が分かるよう、賃金計算方法や欠勤控除計算方法等について、記入 
 願います。 

  ※通勤手当を賃金内訳にご記入した場合はこちらに「通勤手当は課税対象」と記入願います。 


